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災害時における髙松港の機能継続のための指針は、各種活動の目標、対処行動等についての大枠を示した「高松

港の機能継続のための対応指針」と、対応指針の内容をより詳細化し、各関係主体に期待される役割を具体化した

「高松港の機能継続のための活動指針」の２つで構成される。（以下、対応・活動指針） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

－高松港の機能継続のための対応指針

（案）－ 

 
１． 被災想定 

２． 緊急物資輸送活動 

：目標 

：対処行動と目標時間 

：情報連絡系統 

３．企業物流継続活動 

：目標 

：対処行動と目標時間 

：情報連絡系統 

４．人の海上輸送活動 

：目標 

：対処行動と目標時間 

：情報連絡系統 

５．被災施設応急復旧活動 

：目標 

：対処行動と目標時間 

：情報連絡系統 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

－高松港の機能継続のための活動指針（案）

－ 

 
被災施設応急復旧活動編 

 人の海上輸送活動編 

 企業物流継続活動編 

 緊急物資輸送活動編 

１． 被災想定 

２． 参集・体制設置 

３． 全体像と時間目標、達成数量 

：緊急物資輸送活動のイメージ 

：時間目標と達成数量 

４． 関係主体について 

：緊急物資輸送活動の関係主体と役割 

：各関係主体の連絡網 

５． 対処行動のシナリオ（案） 

６． 基本対応パターン（案） 

 

 

 港湾管理者 

 

 
運輸局 

 

 

 

 
ＣＩＱ 

  電力、通信等 

 
陸運業 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 
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２．事前行動 
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３．震後行動 
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・実施体制 

 

 

 

 

ＢＣＰ 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 
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・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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・実施体制 

 

 

 

 

ＢＣＰ 

 
地方整備局 

港湾空港部 
  

１．総則 

・目的 
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２．事前行動 
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３．震後行動 
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１．総則 

・目的 
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２．事前行動 
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３．震後行動 
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ＢＣＰ 

 海上保安庁 
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２．事前行動 
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・災害応急対策業務 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 
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・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 
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１．総則 

・目的 
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２．事前行動 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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・被災想定 

 

２．事前行動 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 
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ＢＣＰ 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

 

 

ＢＣＰ 

 
船社 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

 

 

ＢＣＰ 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 
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ＢＣＰ 
  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 
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３．震後行動 

・災害応急対策業務 
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ＢＣＰ 

 

港湾機能のＢＣＰ 

港運事業者 

水先人 
タグボート 

事業者 

倉庫業 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

 

 対応 
指針 

  

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

１．総則 

・目的 

・被災想定 

 

２．事前行動 

・協議会、訓練 

・情報共有体制 

 

３．震後行動 

・災害応急対策業務 

・目標時間 

・実施体制 

 

 

 

 活動 
指針 

 
・ 

 

・ 各種活動の方向性 
 

活動の目標、対処行動等についての大枠 
  
・

 

・各関係主体に期待される役割を具体化 
 

対応指針の内容をより詳細化 
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策定の目的等 
 

○対応・活動指針は、四国及び瀬戸内海島しょ部の地域住民の生活、経済活動における高松港の重要性を認識し、多数の関

係者により支えられている港湾機能の特殊性に配慮し、大規模災害時の各種活動の方向性、各関係者に期待される事項

等、関係者間で共有すべき必要最小限の事項（概ねの時間目標と行動シナリオ、期待される役割等）について、現時点での

案をまとめたものである。   （髙松港連絡協議会  平成 23 年 9 月） 

○対応・活動指針は、個々の港湾関係者がＢＣＰ（事業継続計画）を作成するための指針の一つとなる。 

○対応・活動指針は、その実効性を継続的に高めるため、訓練等の実施を踏まえたＰＤＣＡサイクルによる見直しを行う。 

 

【髙松港連絡協議会メンバー】 

○高松港運協会、三九会（高松港旅客船団体）、香川県海運組合、内海水先区水先人会、香川県倉庫協会、 

朝日町石油基地共同防災対策協議会 

○（社）日本埋立浚渫協会四国支部、香川県港湾空港建設協会、（社）香川県建設業協会 

○四国運輸局、高松海上保安部、神戸税関坂出税関支署高松出張所、高松入国管理局、広島検疫所坂出出張所 

神戸植物防疫所坂出支所、四国地方整備局 

○香川県、高松市 

○学識経験者（アドバイザー） 

○四国経済連合会、四国経済産業局（オブザーバー） 

 3 

 

４つの活動の整理 

・被災時には海上からの支援が必要であり、効果が高い災害活動として、“被災者への生活支援”、“周辺企業の業務継

続支援”を実施する。 

 

・これらを実現するために最低限必要となる岸壁、アクセス道路、航路等を発災直後に可及的速やかに利用可能な状態

とする“被災施設応急復旧活動”も必要となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災者への生活支援 

→帰宅困難者、離島生活者等の交通手段を確保する 

→最寄の岸壁から被災者のいる自治体に物資を輸送する ●緊急物資輸送活動 

●人の海上輸送活動 

支援活動 

周辺企業の 

業務継続支援 

●企業物流継続活動 

：コンテナ貨物 

：フェリー貨物 
：バルク貨物 

→高松港全体の利用可能な岸壁を活用して、 

物流機能を支え、四国経済を維持する 

●被災施設応急復旧活動 
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現状、被害想定、各活動への港湾施設の振り分け 

○高松港各地区の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝日地区 
・コンテナターミナル、大型フェリーターミ
ナルを有するほか、外貿・内貿バルク貨物
を多く取り扱う、高松港の物流の中心 

朝日地区 

玉藻地区 

香西地区 
・現在整備中であり、
砂、砂利等を取り扱う 

弦打地区 
・木材工場等がある 

西浜地区 
・漁港、マリーナが整
備されており、多く
の小型船舶が停泊 

玉藻地区 
・フェリー・旅客船の発着が集
中する高松港の中心 

香西地区 

西浜地区 

弦打地区 
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○東南海・南海地震のリスクと被災想定 

 

 
 
 
 
 

 ○地震動の影響→地盤の液状化、建物の倒壊、人的被害、水道等のライフラインの被災 
 ○津波の影響 →浸水による建物被害、車両等の流出 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●今後 30 年以内の発生確率(基準日：平成 22 年 1 月１日) 

 ・南海地震(M8.4 程度)   → 666000％％％程程程度度度 

 ・東南海地震(M8.1 程度) → 666000～～～777000％％％ 

 ○南海地震 液状化危険度予測図 

出典：「香川県南海地震被害想定調査の概要」（香川県） 

朝日地区 

震度６強の阪神・淡路大震災と同程度の

揺れによる被害を想定する必要がある。 

高松市の被災想定 

・建物被害 

222999...999333666 棟棟棟   

・死者 

333444 人人人   

・罹災者 

111777,,,444999111 人人人   

・断水 

約約約 777...111 万万万戸戸戸   

●高松市での影響 

 ・地震動(震度 5 弱～6 弱) 
 ・津波(2.4m*)  

*:満潮時の最大津波水位(T.P＋m) 
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※この浸水予測は、防潮堤や河川堤防などが、地震の揺れや液状化による被害を受け、すべて機能しない場合を想定

している。現在防潮堤の整備はほぼ終了しており、実際には被害はかなり軽減される。 

【出典】「香川県南海地震被害想定調査の概要」（香川県） 

●高松港周辺の津波浸水予測 
 

東南海地震と南海地震の震

源域が同時破壊（マグニチ

ュード 8.6）した場合、高

松港における津波水位（津

波 高 ＋ 満 潮 位 等 ） は 約

T.P+2.4ｍであり、地震発生

約 122 分後から津波第１波

の水位変動が始まる。 

<東南海・南海地震 津波水位及び第１波到達時間の予測結果> 
津波により 

浸水が発生! 

<高松港周辺の津波による浸水予測図> 
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●高松港の被害 －想定される現象－ 

 

高松港香西西地区 

高松港西浜地区 

高松港弦打地区 

香西西地区岸壁は傾斜等の変状がみられる。 

耐震強化岸壁 

玉藻地区岸壁は傾斜等の変状がみられる。 

この水域では、地震の影響で以下の物

が落水のおそれ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂山 →岸壁付近に沈下 この水域では、地震の影響で以下

の物が落水のおそれ 

コンテナ →漂流後、沈下 

凡 例 

軽微な損害の岸壁 

中程度の損害の岸壁 

耐震強化岸壁に接続する臨港

道路 

浮桟橋 

耐震強化岸壁と背後のエプロン部分については、被災

が軽微で発災後直ちに利用可能なものとする。 

緊急物資輸送等の各種活動には、ふ頭用地及び緑地を

活用するものと考える。 

障害物が発生するおそれのある

水域 

この水域では、地震、津波の影響

で以下の物が落水のおそれ 

コンテナ →漂流後、沈下 

ﾄﾗｯｸ荷台 →漂流後、沈下 

自動車   →岸壁付近に沈下 

重機     →岸壁付近に沈下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ用砂山 

→岸壁付近に沈下 

 

液状化の可能性がある範囲 

サンポートの浮桟橋は、津波の影響で陸岸との接

合部が若干損傷する。しかし、浮桟橋自体の損傷

は軽微と推定されるため、迅速に応急復旧して利

用できるものと考える。 

この水域では、地震と津波の影響で以下の物が

落水のおそれ 

車両、重機    →岸壁付近に沈下 

小型船舶、物置 →漂流後、沈下 

高松港朝日地区 

既存の朝日地区のヤード・エプロン・臨

港道路は液状化する可能性があるが、応

急復旧で早期の使用が可能と考える。 

臨港道路からの背後圏へのアクセスについて

は、第１次～第３次輸送確保路線の活用によ

り早期に確保されるものと考える。 

※この被災状況は、本検討を行う上での前提
とすべく、概略的に想定したものである。 

※上記に示した岸壁以外は、整備年度、構造
等を考慮すると、想定地震の発災後短期間
で応急復旧するのは困難だと想定した。 

高松港玉藻地区 
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○各活動への港湾施設の振り分け 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○朝日地区耐震強化岸壁 

○香西西地区岸壁 
・ 
 
 
・内貿バルクを取り扱う。

 

○玉藻地区岸壁 

 

企 

○玉藻地区県営浮桟橋 

人 人 

緊 企 人 

凡例 

 
人 

 
緊

 
企 

緊急物資輸送 
活動に活用 

企業物流継続 
活動に活用 

人の海上輸送 
活動に活用 

・貨物は外貿・内貿コンテナ、 
外貿バルクを取り扱う。 ・定期旅客船航路の発

着に用いる。 

 

香西西地区 
玉藻地区 

朝日Ｆ地区 

朝日Ｃ地区 

・定期フェリー
航路の発着に
用いる。 

企 

○フェリー 

人 
・阪神向け定
期フェリー
航路の発着
に用いる。 

企 

○フェリー 

 

人 企 
・宇野向け定
期フェリー
航路の発着
に用いる。 

(発災後 2 週間以内に復旧) (発災後 1 週間以内に復旧) (発災後 24 時間以内に復旧) (発災後 1 ヵ月以内に復旧) 

(発災後 1 ヵ月以内に復旧) 

8  9 

各種活動の目標時間と対処行動、各関係機関の役割と連携 

○被災施設応急復旧活動での主な対処行動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

①施設の被災状況点検 

・岸壁、ヤード・エプロン、臨
港道路等の液状化、陥没、沈下
等の被災状況を目視、又は尺
度、沈下板により点検する。 

⑦敷鉄板の設置 

・砕石を撒布した箇所には、上
から敷鉄板を設置する。 

②水域啓開 

・作業船等により、港内に落水した
コンテナ等、船舶航行を阻害する障
害物の調査、除去等を実施する。 

⑤砕石の撒布 

・液状化した箇所には、砕石を撒布する。 

③応急復旧資機材等の調達・運搬 

・応急復旧資機材等を調達し、台船又
は車両にて耐震強化岸壁へ運搬する。 

⑥ロードローラーによる圧し固め 

・砕石を撒布した後、ロードローラー
による圧し固めを行う。 

岸壁の被災
状況の例 

敷鉄板敷設 
の例 

④がれきの除去 

・上屋等の建物の倒壊により発生したがれき
を、ブルドーザー等の重機にて除去する。 

●被災施設応急復旧活動 
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● 被災施設応急復旧活動の目標時間と対処行動 

 [1] 発災から 20 時間以内に高松港朝日地区耐震強化岸壁、玉藻地区県営浮桟橋とその周辺、48 時間以

内に香西西地区・玉藻地区(県営浮桟橋を除く)、朝日地区 C 地区の対象とする港湾施設の、被災状

況の点検を終了する。 

 [2] 発災から 24 時間以内に高松港玉藻地区の、48 時間以内に朝日地区、香西西地区に至る航路等の緊

急の水域啓開を終了する。 

[3] 発災から 1 週間以内に高松港朝日地区、玉藻地区の、2 週間以内に香西西地区に至る水域の大型の

障害物の除去等を終了する。 
 [4] 発災から 24 時間以内に高松港玉藻地区県営浮桟橋の、48 時間以内に朝日地区耐震強化岸壁とその

周辺の、1 週間以内に玉藻地区 (県営浮桟橋、中央ふ頭を除く)の、2 週間以内に香西西地区の、1
ヶ月以内に朝日地区 C 地区と玉藻地区中央ふ頭の、対象とする港湾施設の応急復旧を終了する。 

目
標
の
設
定 

 

 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

高松港香西西地区 

高松港朝日地区 

高松港玉藻地区 

臨港道路 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

④応急復旧資機材、要員の調達・運搬 

・応急復旧作業に活用する砕石、敷鉄板、重機

等の資機材、作業に当たる要員を調達する。 

・台船等により応急復旧の現場まで資機材、

要員を運搬する。 

①施設の被災状況点検 

・耐震強化岸壁、その背後のヤード・

エプロン、臨港道路等の被災状況を

点検。 

③応急復旧方策の決定 

・施設の被災状況の点検結果に基づき、

必要な資機材、要員を想定するととも

に、調達できる資機材、要員の情報を

収集し、応急復旧で活用する資機材、

要員、作業手順等を規定した応急復旧

方策を決定する。 

⑤応急復旧作業の実施 

・耐震強化岸壁背後のヤード・エプロン、臨港

道路等について、必要最小限度の応急復旧を

行う。 

②水域啓開 

・重力式岸壁等に至る水域について優先

的に障害物の調査を行い、検知した障

害物について除去、周知、標示等の 船

舶との接触防止の措置をとる。 

・朝日地区と同様の
作業を実施 

・朝日地区と同様の
作業を実施 

<被災施設応急復旧活動の対処行動> 
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●被災施設応急復旧活動での関係者間における情報疎通体制（例） 
 

図 施設の被災状況の点検での情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(社)香川県 

建設業協会 

 港湾施設（国有

以外）等の被災

状況点検 

高松海上保安部 

警備救難課 

航行安全課 

（港長） 

入港中止勧告の実

施（安全性が確保

されるまで） 

被災状況 
の報告 

点検へ 
の協力 
の要請

被災状 
況の報 
告 

施設の被災
状況の報告 

施設の被災
状況の報告 

荷役機械等の 
被災状況の報告 

高松海上保安部 

災害対策本部 

四国地方整備局 

災害対策本部 

香川県 

災害対策本部 

四国地方整備局 

港湾空港部 

高松港湾・空港

整備事務所 

 

四国運輸局 
海事振興部 
貨物・港運課 

高 松 

港運協会 

 

四国運輸局 

災害対策本部 

国有港湾施設等

の被災状況点検 
荷役機械等の被

災状況の点検 
 

香川県土木部 

港湾課 

施設の被災
状況の報告 

荷役機械等の 
被災状況の報告 

香川県土木部 
土木監理課・ 
技術企画課 

高松港 

管理事務所 

港湾施設（国有

以外）等の被災

状況点検 

施設の被災
状況の報告 

高松市 

災害対策本部 

高松市総務部 

危機管理課 

情報の連絡

情報の連絡

施設の被災
状況の報告 

●施設の被災状況の情報を収集 

(社)日本埋立 

浚渫協会 

 国有港湾施設等

の被災状況点検 

点検への協
力の要請 

●高松港の港湾施設の被災状況点

検の情報疎通 

・関係主体 

 ：四国地方整備局 

 ：高松港湾・空港整備事務所 

 ：四国運輸局 

 ：高松海上保安部 

：香川県災害対策本部 

：高松市災害対策本部 

 ：香川県土木部 

 ：高松港管理事務所 

  －関係者として、高松港運協

会、 (社 )日本埋立浚渫協

会、(社)香川県建設業協会

が点検に関わる。 
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図 被災施設応急復旧活動の流れと関係主体（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      72h

四国
地方

整備局

四国
運輸局

香川県 高松市
香川県
土木部
港湾課

高松
海上

保安部

港湾
土木等
事業者

施設の被災状況
の点検等

応急復旧資機材、
要員の調達・運搬

応急復旧作業の
実施

関係主体

48h
参集・体制設置

24h

応急復旧方策の
決定

参集・体制設置

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検

 発 災

港湾施設の応急復旧作業の実施

背後圏へのアクセスの確保

水域啓開・障害物除去等の要請

緊急の水域啓開の実施

港湾施設の被災状況の情報収集

港湾施設の応急復旧方策の決定

航行の障害となる大型の障害物の除去等

応急復旧に活用できる資機材、要員の状況の情報集約

応急復旧資機材、要員の調達、運搬

2W

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検への協力要請

港湾施設の応急復旧の要請

1M

関係機関への要請 ※国、自治体の関係主体には、原則として各機関の災害対策本部、出先機関も含まれる。 
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○緊急物資輸送活動での主な対処行動 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

①緊急物資輸送船の受け入れ支援 

・緊急物資輸送船の着岸位置の標示や、係留索の綱
取りといった、船の着岸支援の体制を構築し、着岸
時には支援作業を実施する。 

④物資の荷さばき、方向別仕分け 

・陸揚げした緊急物資は直ちに荷さば
きを行い、高松市内の輸送方向別に仕
分けを行う。 
・緊急物資の雨による濡れ損を防ぐた
め、ヤード上に荷さばきテントの設置
等も想定される。 

⑤緊急物資のトラック輸送 

・方向別に仕分けした緊急物
資をトラックに積み込み、高
松市内の輸送拠点に向けて輸
送する。 

③荷役体制の構築・開始 

・緊急物資を船から陸揚げするための
ラフタークレーン等の荷役機械につい
て、高松港の既存の機械の中から、で
きない場合は外部から調達する。 
・必要な荷役要員も調達し、荷役が実 
施できる体制を構築する。 
・緊急物資輸送船の着岸後、荷役作業 
を開始し、緊急物資を陸揚げする。 

②緊急物資輸送船の着岸 

・船舶は主に、500 総トン未満の内
航バルク船が想定される。 

着岸位置を 

示す N 旗  

係留索の綱取り作業の例 船の着岸位置の標示の例 

荷さばきテントの例 

499 総トンの内航バルク船の例 

●緊急物資輸送活動 
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● 緊急物資輸送活動の目標時間と対処行動 

 

高松港朝日地区 

②緊急の水域啓開 

・耐震強化岸壁に至る水域について優先

的に障害物の調査を行い、検知した障

害物について除去、周知等の船舶との

接触防止の措置をとる。 

③施設の応急復旧活動 

・耐震強化岸壁背後のヤード・エプロ

ン、臨港道路等について、必要最小

限度の応急復旧を行う。 

①施設の被災状況点検 

・耐震強化岸壁、その背後のヤード・

エプロン、臨港道路等の被災状況を

点検。 

④緊急物資輸送船の受け入れ支援 

・耐震強化岸壁における、緊急物資輸送

船の着岸位置の標示、綱取り等の受け

入れ支援ができる体制を構築する。 

・荷役機械等の被災状況を考慮し、代替

の荷役機械を導入も含め、荷役が実施

できる体制を構築する。 

緊急物資輸送船 

耐震強化岸壁 臨港道路 

⑤荷役作業の実施 

・緊急物資輸送船の着岸後、緊急物資の

揚げ荷役を実施する。 

⑥物資の方面別仕分け 

・陸揚げした緊急物資を、高松市内の輸

送拠点への配送するため、方面別に仕

分けする。 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

⑦高松市内の輸送拠点へトラック輸送 

・方面別に仕分けた緊急物資について、トラッ

クに積み込み、臨港道路を経由して高松市内

の輸送拠点へ配送する。 

 [1] 発災から 48 時間以内に、高松港朝日地区の耐震強化岸壁へ緊急物資輸送船舶を受け入れ、

緊急物資の荷役を開始する。 

 [2] 発災から 72 時間以内に、耐震強化岸壁から輸送拠点を経由して、高松市内の避難所へ緊急

物資が届くようにする。 

 [3] 緊急物資の取扱量は、1 日 500 トンを目安とする。 

<緊急物資輸送活動の対処行動> 

目
標
の
設
定 
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●緊急物資輸送活動での関係者間における情報疎通体制（例） 
 
・各活動における情報収集と情報連絡体制については、既存の連絡網、業務実施上の連絡関係を活用する。 

・また情報連絡手段については、既存の通信手段を活かした連絡体制を構築する。 

 

図 緊急物資輸送活動における情報疎通 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急物資輸送に関する連絡 

四国運輸局 
海事振興部 
貨物・港運課 

高松港管理事務所 
（港湾管理者） 

緊
急
物
資 

輸
送
の
要
請 

高松港運協会 

入港届等の提出 
（入港中止勧告 
の解除が前提） 

荷役等の依頼 
荷役作業等

を実施 

係留施設
使用許可
申請書等
の提出 

四国地方整備局 

災害対策本部 

高 松 市 

災害対策本部 

海上運送 事業者 

船 社 

（代理店） 

 

四国地方海運 

組合連合会 

緊急物資輸送 
に関する連絡 香 川 県  

災害対策本部 

 

四国地方整備局 

港湾空港部 

高松港湾・空港 
整備事務所 

沿岸防災対策室 

香川県 

土木部港湾課 

（港湾管理者） 

施設の利用

可否の判断 

港湾施設に関す 
る状況の報告 

港湾施設に関す 
る状況の報告 

・船舶を調達 
・輸送を実施 

高松海上保安部 
（港 長） 

入港可否の

判断 

●海上経由の一連の緊急物資輸送活動の情

報疎通 

・関係主体 

 ：四国地方整備局 

 ：高松港湾・空港整備事務所 

 ：四国運輸局 

 ：高松海上保安部 

：香川県災害対策本部 

：高松市災害対策本部 

：香川県土木部港湾課 

：高松港管理事務所 

－荷役の実動部隊として、高松港運

協会が関わる。 

－緊急物資輸送船舶の運航は、四国

地方海運組合連合会等の海上運送

事業者団体の所属船社が行う。 

  －船社（代理店）は入港に関する手続

き、荷役の手配等を実施する。 
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図 緊急物資輸送活動の流れと関係主体（案）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係機関への要請 ※国、自治体の関係主体には、原則として各機関の災害対策本部、出先機関も含まれる。 

四国
地方

整備局

四国
運輸局

香川県 高松市
香川県
土木部
港湾課

高松
海上

保安部

高松
港運
協会

港湾
土木等
事業者

海上
運送

事業者

陸上
運送

事業者

応急復旧活動

関係主体

48h 72h
参集・体制設置

24h

耐震強化岸壁にお
ける緊急物資輸送
船の受け入れ準備

緊急物資輸送船の
着岸と荷役作業等
の実施

施設の被災状況の
点検等

参集・体制設置

 発 災

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検

港湾施設（荷役機械）の被災状況の点検

港湾施設の応急復旧方策の決定

港湾施設の応急復旧作業の実施

緊急物資輸送船の運航

緊急物資輸送船の着岸支援の体制構築

緊急物資の荷役実施の体制構築

緊急物資の荷役実施

緊急物資の方面別仕分けの実施

緊急物資の避難所への配送の実施

港湾施設の応急復旧の要請

水域啓開・障害物除去等の要請

緊急の水域啓開の実施

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検への協力要請

緊急物資の輸送拠点へのトラック輸送の実施
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○企業物流継続活動での主な対処行動 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①荷役体制の構築・開始 

・既存の荷役機械で、利用可能なものを確保
し、当該機械を必要とする岸壁に配置する。 
・そのほか、必要に応じて代替の荷役機械を
外部から調達するとともに、荷役要員を確保
し、発災後も荷役ができる体制を構築。 
・貨物船の着岸後、荷役作業を開始する。 

③港湾業務の再開 

・荷役のほか、通関等のＣＩＱ業
務も実施できる体制を構築する。 
・着岸可能な岸壁の情報につい
て、対外的に情報発信する。 
・耐震強化岸壁については、緊急
物資輸送活動との利用調整が必要
となる。 

④受け入れ貨物の配送 

・港湾で陸揚げした貨物につ
いては、トラック等で物流拠
点、工場等の目的地まで配送
する。 

②貨物船の航行支援体制の構築 

・タグボート、水先人といった航行支援のサー
ビスについて、通常時と同様に提供できる体制
を構築する。 

水先人の乗船の例 ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄによる支援の例 

②’緊急物資輸送船の受け入れ支援 

・貨物船の着岸位置の標示や、係留索の綱取りとい
った、船の着岸支援の体制を構築し、着岸時には支
援作業を実施する。 

着岸位置を 

示す N 旗  

係留索の綱取り作業の例 船の着岸位置の標示の例 ●企業物流継続活動 
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● 企業物流継続活動の目標時間と対処行動 

[1] 発災から 72 時間以内に、高松港における企業物流の再開の見通しを対外的に発信する。 
 [2] 発災から 1 週間以内に、高松港朝日地区耐震強化岸壁におけるコンテナ貨物の取り扱い、玉

藻地区岸壁におけるフェリー貨物の取り扱いを一部再開可能とする。 
[3] 発災から 2 週間以内に、高松港朝日地区耐震強化岸壁における外貿バルク貨物の取り扱い、

香西西地区岸壁における内貿バルク貨物の取り扱いを一部再開可能とする。 
[4] 発災から 1 ヵ月以内に、高松港朝日地区Ｃ地区、玉藻地区における、フェリー貨物の取扱を

再開可能とする。 

目
標
の
設
定 

  

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

高松港香西西地区 

②緊急の水域啓開 

・岸壁に至る水域について優先的に障害

物の調査を行い、検知した障害物につ

いて除去、周知等の船舶との接触防止

の措置をとる。 

①施設の被災状況点検 

・岸壁、その背後のヤード・エプロン、

臨港道路等の被災状況を点検。 

④貨物船の受け入れ支援 

・岸壁における、貨物船の着岸位置の標

示、綱取り等の受け入れ支援ができる

体制を構築する。 

・荷役機械等の被災状況を考慮し、代替

の荷役機械を導入も含め、荷役が実施

できる体制を構築する。 

貨物船 

⑤荷役作業の実施 

・貨物船の着岸後、貨物の荷役を実施する。 

⑦背後圏とのトラック輸送等 

・トラック等により、臨港道路を経由して背後

圏と港湾とを連結する。 

③施設の応急復旧活動 

・岸壁背後のヤード・エプロン、臨港

道路等について、必要最小限度の応

急復旧を行う。 

高松港朝日地区

高松港玉藻地区 

・外貿コンテナ 
・外貿バルク 
・内貿コンテナ 
・フェリー貨物 

・フェリー貨物 

・内貿バルク 

臨港道路 

⑥荷さばきの実施 

・貨物を、目的地に配送するための荷さ

ばきを実施する。 

耐震強化岸壁 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

重力式岸壁 
重力式岸壁 

臨港道路 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

ﾌｪﾘｰ岸壁 
ﾌｪﾘｰ岸壁 

<企業物流継続活動の対処行動> 
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●企業物流継続活動での関係者間における情報疎通体制（例） 
 

 

図 企業物流の再開の見通し判断に関する情報疎通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県 

災害対策本部 

四国運輸局 

災害対策本部 

四国運輸局 
海事振興部 
貨物・港運課 

高松港運協会 

 

高松港湾・空港 

整備事務所 

沿岸防災対策室 

四国地方 
整備局 

港湾空港部 

四国地方整備局 

災害対策本部 

香川県 
土木部港湾課 

(港湾管理者) 

高松港 
管理事務所 

(港湾管理者)

 

 

ＣＩＱ 

高松港 

ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 

振興協議会 

高松市 

災害対策本部 

高松市総務部
危機管理課 

 

 

ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ事業者 

 

 

内海水先人会 

 

高松海上保安部

警備救難課 

航行安全課 

（港 長） 

 入港可否の

判断 

体制整備の連絡 

港湾施設の
状況の報告 

港湾施設の
状況の報告 

体制整備
の連絡 

体制整備の連絡 港湾の受入体

制整備の連絡 

体制整備
の報告 

連絡 

施設の利用

可否の判断 

 

荷主企業 

 

高松海上保安部 

災害対策本部 

連絡・報告 

連絡・報告 

香川県土木部 
土木監理課・ 
技術企画課 

入
港
中
止
勧
告
の
解
除

（
一
部
又
は
全
体
） 

連絡・ 
調整 

● 高松港の企業物流再開に関

する情報疎通 

・関係主体 
 ：四国地方整備局 
 ：高松港湾・空港整備事務所 
 ：四国運輸局 
 ：高松海上保安部 
 ：ＣＩＱ 

：香川県災害対策本部 
：高松市災害対策本部 

 ：香川県土木部港湾課 
 ：高松港管理事務所 
 ：高松港ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ振興協議会 
 ：荷主企業 
 ：高松港運協会 等 
  －高松港運協会、内海水先

人会、ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ事業者が

業務実施の体制整備の連

絡をする。 
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図 企業物流継続活動の流れと関係主体(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関係機関への要請 ※国、自治体の関係主体には、原則として各機関の災害対策本部、出先機関も含まれる。 

四国
地方

整備局

四国
運輸局

香川県 高松市
香川県
土木部
港湾課

高松
海上

保安部
CIQ

高松
港運
協会

港湾
土木等
事業者

荷主
企業

海上
運送

事業者

施設の被災状況
の点検等

参集・体制設置

24h

関係主体

48h  2W  1M      72h

応急復旧活動

荷役体制の構築

貨物船の航行支援
体制の構築

港湾の運用が円滑
に行われるような体
制の構築

参集・体制設置

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検

 発 災

港湾施設（荷役機械）の被災状況の点検

港湾施設の応急復旧方策の決定

港湾施設の応急復旧の要請

港湾施設の応急復旧作業の実施

タグボートを準備可能な体制の構築

水先人を準備可能な体制の構築

荷役体制の構築

貨物船の着岸の支援が実施できる体制の構築

ＣＩＱ業務の実施体制の構築

通常のルールによる貨物の受け渡し等が実施できる体制の構築

企業物流再開の見通しの情報発信

水域啓開・障害物除去等の要請

緊急の水域啓開の実施

航行の障害となる大型の障害物の除去等

岸壁の利用可能情報等についての情報発信

各種貨物の取り扱いの一部再開

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検への協力要請
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○人の海上輸送活動での主な対処行動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

⑤旅客船等の着岸 

・旅客船等の着岸後、乗船希望者
の乗船を開始し、乗船終了後出港
する。 

③臨時ターミナルの設置・運営 

・既存の乗船ターミナルがない箇
所では、テントの設置等により臨
時ターミナルを設置し、乗船希望
社の待合所として利用するほか、
乗船手続事務、旅客船等の運航状
況の情報提供を行う。 

②輸送対象者の誘導 
・乗船希望者が乗船ターミナルまで 
安全に参集できるよう、誘導する体 
制を構築し、乗船希望者の集合状況 
を見て誘導を開始する。 

④人の輸送船舶の着岸支援 

・緊急物資輸送船等の着岸支援と
同様、綱取り、着岸位置の標示
ができる体制を構築するととも
に、乗客の乗下船の安全を確保
するため、必要に応じ仮設タラ
ップを設置する。 
 

①旅客船の運航スケジュール等に関す
る情報発信 

・旅客船の運航スケジュール等について 
帰宅困難者等に周知するため、テレビ、 
ラジオ等のメディアを中心に、対外的な 
情報発信を実施する。 
 

臨時ターミナルのイメージ 

輸送対象者の誘導のイメージ 

仮設タラップの例 

●人の海上輸送活動 
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● 人の海上輸送活動の目標時間と対処行動 

 [1] 発災から 24 時間以内に、高松港玉藻地区県営浮桟橋における定期旅客船（高速艇）航路の

運航を再開するとともに、必要に応じ定期航路以外の帰宅支援の海上輸送活動を開始する。 

 [2] 発災から 48 時間以内に、高松港朝日地区の耐震強化岸壁からの、定期航路以外の帰宅支援

の海上輸送活動を必要に応じ開始する。 

 [3] 発災から 1 週間以内に、高松港玉藻地区岸壁において、定期ﾌｪﾘｰ航路の運航を再開する。 

 [4] 発災から 1 ヵ月以内に、高松港朝日地区Ｃ地区、玉藻地区において、定期ﾌｪﾘｰ航路の運航を

再開する 

目
標
の
設
定 

 
優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

高松港朝日地区 高松港玉藻地区 

臨港道路 

優先して水域啓開す

る水域のイメージ 

②水域啓開 

・重力式岸壁等に至る水域について優先

的に障害物の調査を行い、検知した障

害物について除去、周知、標示等の 船

舶との接触防止の措置をとる。 
③施設の応急復旧活動 

・重力式岸壁背後のエプロン、県営浮

桟橋背後の護岸等について、必要最

小限度の応急復旧を行う。 

①施設の被災状況点検 

・浮桟橋、岸壁、その背後のヤード・

エプロン、臨港道路等の被災状況を

点検。 

④旅客船の受け入れ支援 

・耐震強化岸壁における、旅客船の着岸

位置の標示、綱取り等の受け入れ支援

ができる体制を構築する。 

旅客船（フェリー） 

・玉藻地区と同様の
作業を実施 

<人の海上輸送活動の対処行動> 
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●人の海上輸送活動での関係者間における情報疎通体制（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

高松海上保安部 
警備救難課 
航行安全課 
（港 長） 

四国運輸局 
海事振興部 

旅客課 

高松港管理事務所 
（港湾管理者） 

人
の
海
上
輸
送
の
連
絡
（
定
期
・
臨
時
） 

係留施設
使用許可
申請書等
の提出 

四国地方整備局 

災害対策本部 

高 松 市 

災害対策本部 

海上運送 事業者 

船 社 

（代理店） 

 

 

海上運送事業者団体 

（三九会） 

人の海上輸送 
に関する連絡 香 川 県  

災害対策本部 

 

四国地方整備局 

港湾空港部 

高松港湾・空港 
整備事務所 

沿岸防災対策室 

香川県 

土木部港湾課 

（港湾管理者） 

施設の利用

可否の判断 

港湾施設に関す 
る状況の報告 

港湾施設に関す 
る状況の報告 

人の海上輸送に関する連絡 

入港可否の

判断 

入港届等の提出 
（入港中止勧告 
の解除が前提） 

図 人の海上輸送活動における情報疎通 

・船舶を調達 
・輸送を実施 

・定期航路復旧の連絡 
・臨時航路運航の連絡 

●海上経由の一連の緊急物資輸送活動の情

報疎通 

・関係主体 

 ：四国地方整備局 

 ：高松港湾・空港整備事務所 

 ：四国運輸局 

 ：高松海上保安部 

：香川県災害対策本部 

：高松市災害対策本部 

：香川県土木部港湾課 

：高松港管理事務所 

－荷役の実動部隊として、高松港運

協会が関わる。 

－緊急物資輸送船舶の運航は、四国

地方海運組合連合会等の海上運送

事業者団体の所属船社が行う。 

  －船社（代理店）は入港に関する手続

き、荷役の手配等を実施する。 
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図 人の海上輸送活動の流れと関係主体（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係機関への要請 ※国、自治体の関係主体には、原則として各機関の災害対策本部、出先機関も含まれる。 

      72h

四国
地方

整備局

四国
運輸局

香川県 高松市
香川県
土木部
港湾課

高松
海上

保安部

港湾
土木等
事業者

海上
運送

事業者

施設の被災状況
の点検等

人の海上輸送活動
の開始

応急復旧活動

人の海上輸送活動
に関する情報発信
等の開始

関係主体

48h
参集・体制設置

24h  2W  1M

参集・体制設置

港湾施設（岸壁・浮桟橋等）の被災状況の点検

 発 災

海上運送事業者の船舶に係る被害状況の情報収集

港湾施設の応急復旧作業の実施

港湾施設の応急復旧方策の決定

船舶の運航スケジュール等に関する情報発信

港湾施設の応急復旧の要請

臨時ターミナルの運用、乗船希望者の誘導開始

臨時ターミナルの設置、乗船希望者の誘導の体制構築

船舶の着桟支援の体制構築

人の海上輸送の開始

水域啓開・障害物除去等の要請

緊急の水域啓開の実施

港湾施設（岸壁・ヤード等）の被災状況の点検への協力要請

航行の障害となる大型の障害物の除去等


